
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止
のための特別措置に関する法律
（鳥獣被害防止特措法）について

平成１９年１２月

鳥獣被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、国が

基本指針を策定します。
基本指針に即して、市町村が被害防止計画を作成し、被害防止
計画に基づく被害防止の取組を積極的に推進します。

鳥獣被害防止特措法が制定されました

捕獲対策

○ 市町村職員、農林漁業団体職員、狩猟者、農林漁業者等によ
る鳥獣被害対策実施隊を設置し、わな免許等狩猟免許の取得を
促進するなど、新たな被害対策の担い手を育成

○ 安全で効果的な箱わなの導入

○ 捕獲鳥獣の処理加工施設の整備など、肉等地域資源としての
活用の促進

○捕獲以外の被害防止施策等

○ 広域地域が一体となった防護柵の設置

○ 鳥獣の隠れ場所となる薮等の刈り払いによる緩衝帯の設置
（刈り払い後の牛等の放牧や食害されにくい作物の導入など）

○ 犬等を活用した追い払いの実施＊＊

○ 鳥獣の餌となる生ゴミや農作物の収穫残さ等の適正な管理

○ 地域における技術指導者の育成や地域住民等に対する知識の
普及

○ 生息環境の整備や保全に資するため、地域の特性に応じた間
伐の推進、広葉樹林の育成等

【箱わなの導入】

＊＊平成１９年１１月１２日付で動物愛護管理法に基づく基準が改正され、鳥獣被害の防止を目的として、適

正なしつけ及び訓練がなされていることなどを条件として、犬の放し飼いが認められることになりました。

《参考》 具体的な被害防止施策等の例《参考》 具体的な被害防止施策等の例

【狩猟免許の取得促進】

＊＊＊お問い合わせ先＊＊＊

農林水産省 生産局農産振興課 鳥獣害対策企画班

〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関１－２－１ ＴＥＬ：０３－３５０２－８１１１（代）

東北農政局 生産経営流通部農産課 鳥獣害対策係

〒980-0014 仙台市青葉区本町３－３－１仙台合同庁舎 ＴＥＬ：０２２－２６３－１１１１（代）

関東農政局 生産経営流通部農産課 鳥獣害対策係

〒330-9722 さいたま市中央区新都心２－１さいたま新都心合同庁舎２号館 ＴＥＬ：０４８－６００－０６００（代）

北陸農政局 生産経営流通部農産課 鳥獣害対策係

〒920-8566 金沢市広坂２－２－６０金沢広坂合同庁舎 ＴＥＬ：０７６－２６３－２１６１（代）

東海農政局 生産経営流通部農産課 鳥獣害対策係

〒460-8516 名古屋市中区三の丸１－２－２ ＴＥＬ：０５２－２０１－７２７１（代）

近畿農政局 生産経営流通部農産課 鳥獣害対策係

〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 ＴＥＬ：０７５－４５１－９１６１（代）

中国四国農政局 生産経営流通部農産課 鳥獣害対策係

〒700-8532 岡山市下石井１－４－１岡山第２合同庁舎 ＴＥＬ：０８６－２２４－４５１１（代）

九州農政局 生産経営流通部農産課 鳥獣害対策係

〒860-8527 熊本市二の丸１－２熊本合同庁舎 ＴＥＬ：０９６－３５３－３５６１（代）

沖縄総合事務局 農林水産部農畜産振興課 生産総合指導係

〒900-8530 那覇市前島２－２１－７ ＴＥＬ：０９８－８６６－００３１（代）

【犬を活用した追い払い】

ワン！

＊ ここに挙げた施策については、農林水産省の事業により支援致します。

【緩衝帯の設置（牛の放牧等）】

【広域的な防護柵の設置】



鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的
かつ効果的に推進し、農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に
寄与します。

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的
かつ効果的に推進し、農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に
寄与します。

目 的目 的

内 容内 容

農林水産大臣が被害防止施策の基本指針を作成します。農林水産大臣が被害防止施策の基本指針を作成します。

基本指針に即して、市町村が被害防止計画
を作成します。

基本指針に即して、市町村が被害防止計画
を作成します。

地方交付税の拡充、補助事業による支援など、必要な財
政上の措置が講じられます。

鳥獣被害対策実施隊を設け、民間の隊員については非常
勤の公務員とし、狩猟税の軽減措置等の措置が講じられま
す。

都道府県に代わって、市町村自ら被害防止のための鳥獣
の捕獲許可の権限を行使できます。

被害防止計画を定めた市町村に対して、被害防止施策を推進
するための必要な措置が講じられます。

鳥獣被害防止特措法の概要

具体的な措置

権限
委譲

財政
支援

人材
確保

市町村の作成する被害防止計画のイメージ

市町村の被害防止計画に記載する事項市町村の被害防止計画に記載する事項

農林水産大臣が策定する基本指針に即して、市町村は、単独で又
は共同して、被害防止計画を作成します。

農林水産大臣が策定する基本指針に即して、市町村は、単独で又
は共同して、被害防止計画を作成します。

１ 被害の防止に関する基本的な方針

２ 被害防止計画の対象鳥獣

３ 被害防止計画の期間

４ 対象鳥獣の捕獲に関する事項

５ 防護柵の設置等捕獲以外の被害防止施策に関する事項

６ 被害防止施策の実施体制に関する事項

７ 捕獲した対象鳥獣の処理に関する事項

被害の現状や従来講じてきた被害防止施策、被害の軽減目標や今後の取組方針を記載します。

被害防止計画の対象とする鳥獣の種類を記載します。

被害防止計画の期間を記載します。（概ね３年を想定）

捕獲の担い手の確保に関する取組、鳥獣の捕獲予定頭数、捕獲許可権限の委譲を希望する鳥獣の種類
等を記載します。

防護柵の設置、追い払い活動、放任果樹の除去、緩衝帯の設置、被害防止に関する知識の普及など、捕
獲以外の被害防止施策に関する取組について記載します。

鳥獣被害対策実施隊の設置や、関係機関で構成する対策協議会の設置等について記載します。

捕獲現場等での埋設処理、一般廃棄物処理施設での焼却、肉等としての利活用等、捕獲し
た鳥獣の処理方法について記載します。

市町村の被害防止計画作成の流れ市町村の被害防止計画作成の流れ
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許可権限委譲事
項については、
都道府県知事の
同意が必要

許可権限委譲事
項が記載されて
いる場合は公告

この法律は公布の日から２ヶ月を経過した日から施行されます。

施行期日施行期日


